
第 35回富山県スポーツ少年団競技別総合交流大会 

◆ 総    則 ◆ 
１ 開催の趣旨 

   本大会は、スポーツ少年団活動の活性化を図り、団員に競技スポーツの歓びを体験させ、   

団員ひとりひとりの技能を向上させるとともに大会への参加を通して、団員相互の連帯と    

交流を深め、仲間意識を高めることをねらいとして開催する。 

 

２ 実施方針 

   本大会は、令和７年度富山県スポーツフェスタ実施要項総則に基づき、交流スポーツ部   

門での大会を実施する。 

 

３ 実施競技 

   サッカー、バレーボール、ミニバスケットボール、卓球、軟式野球、柔道 

   ソフトボール、バドミントン、剣道、ソフトテニス、ホッケー、空手道 

 

４ 会期と会場地 

   会 期  令和７年６月７日（土）～11月９日（日） 

   会場地  富山市、砺波市、射水市、小矢部市、南砺市、上市町 

 

５ 参加資格 

(１) 団員及び指導者は、富山県内に居住し、令和７年度日本スポーツ少年団登録者で、

市町村スポーツ少年団から推薦された者であること。 

（２） 指導者は、スポーツ少年団に「指導者」登録している者で大会当日引率可能な者を 

１名以上含めること。 

   ※ 指導者は以下の条件のいずれかを満たす「スポーツ少年団の理念を学んだ者」で

あることが望ましい。 

①2019年度スポーツ少年団認定員・認定育成員かつ JSPO公認指導者資格保有者 

（スポーツコーチングリーダー、スタートコーチ（ジュニア・ユース）を含む） 

     ②スタートコーチ（ジュニア・ユース）保有者 

③令和６年度スタートコーチ（ジュニア・ユース）養成講習会 修了者 

（令和７年 10月資格認定予定者） 

（３） 安全面に考慮し、参加団員は原則３年生以上とする。 

（各競技実施要項を参照すること） 

   (４) 参加申込は、１競技、１単位団からとする。 

   (５) 個人競技において、下位学年の区分に上位学年の者は出場できない。 

   (６) チームの代表者はあらかじめ団員の健康状況を確認すること。 

   (７) 参加者は、必ず傷害保険に加入すること。 

 

６ チーム編成及び参加チーム数 

   競技別実施要項及び別表による。 

 

７ 参加申込方法 

  (１) 市町村スポーツ少年団は、参加者をとりまとめ、所定の申込書により申し込むこと。 

     参加申込書は富山県スポーツ協会のホームページからダウンロードできる。 

            https://www.toyama-sports.or.jp/ 

  (２) 申込書は、エクセルデータで提出する。 

  (３) 個人からの直接申込みや、所定の申込用紙以外での申込みは、一切受付けない。 



 

 

 

 (４)〈個人情報の取扱いについて〉参加申込書に記載された個人情報は、当該大会の参加確

認、プログラムへの掲載（住所、電話番号等は掲載せず）等に使用するほか、報道機

関に対する競技結果の情報提供以外に、配布、公表はしない。 

 

８ 参加申込期限 

※ 競技ごとに設定するので、要項を参照する。 

 ※ 市町村スポーツ少年団への締切りは、所属の市町村スポーツ少年団事務局に問い合わせる。 

 

９ 参加申込先 

   〒939-8252 富山市秋ヶ島 183 富山県スポーツ少年団事務局(富山県総合体育センター内) 

 

10 組合抽選会及びプログラム編成会議 

      各競技別実施要項による。 

 

11 表 彰 

  (１) 団体競技の種目別優勝団には、優勝旗・優勝杯を、次勝団には次勝杯を授与する。 

また、３位まで賞状を授与する。 

※優勝旗、優勝杯、次勝杯は持ち回りとする。 

 (２) 個人競技の種目別優勝者には優勝杯を授与し、３位まで賞状を授与する。 

※優勝杯は持ち回りとする。 

 

12 大会本部 

   場  所  富山県スポーツ少年団事務局（富山県総合体育センター内） 

          富山市秋ヶ島 183 TEL：076-461-7138 FAX：076-461-7139 

 

13 その他 

  (１) 大会全般についての問い合わせ先は、大会本部とする。 

  (２) 会場での負傷については、応急手当のみとする。 

  (３) 会場までの交通費は、参加者負担とする。 

  (４) 昼食等は各自持参すること。 

  (５) 団体競技の優勝旗、優勝杯、次勝杯と個人競技の優勝杯は令和８年２月末日までに、

富山県スポーツ少年団事務局へ返納すること。 

 

＜参加申込の流れ＞ 

 単位団 → 市町村スポーツ少年団 → 県スポーツ少年団 


